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和

元

年

七

月

五

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
七
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢

、
男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
推
進
課｣

を
削
り
、
同
表
男
女
共
同
参
画
・

女
性
の
活
躍
推
進
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
旅
券
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

旅
券
係｣

を｢

管
理
調
整
係｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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五
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発
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輪
ぷ
り
ん
と
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あ
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―
一

岐

阜

文

芸
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